
 
「取手図書館を取手駅前に移設する計画」の再検討を求める請願 

 
【請願趣旨】 
令和６年３月１５日付け取手市報は「取手駅西口駅前に『図書館を核とした複合公共施設』の整

備を目指します！」との記事を大きく掲載し、市はこの整備方針を「決定」しましたと報じました。

多くの市民はこれを見て「初めて聞いた、びっくりした。」と語っています。図書館の職員なども「取

手図書館を廃止し、駅前に移転する」との計画をこの記事で初めて知ったという方もいたようです。 
市内の公民館は本来の社会教育事業も少なく、すっかり貸し館となり、生涯学習の市民の拠り所

は図書館のみとなってしまったと言っても過言ではありません。「生きることは 学ぶこと。学ぶこ

とは 育つこと。（むの たけじ）」といいます。この生涯学習社会において図書館は市民にとって

かけがえのない社会教育施設なのです。その図書館を「街の賑わい」を取り戻す手段とするような

発想からの安易な政策決定は市民にとって歓迎できるものではありません。しかも、所管である教

育委員会は、図書館協議会や社会教育委員会議などを開催して正式に意見を聴取することもせず、

教育委員会自身もこれを正式な議題として協議をしていません。教育委員会の職責は果たされたの

でしょうか。 
図書館の基本的在り方をめぐり、図書館法やユネスコの「公共図書館宣言２０２２」があります。

図書館を作るには、時間をかけ、市民の声を十分聴き、図書館の最新の知見をも参考にして、将来

を見据え、本館・分館・貸し出し窓口などの配置計画をも含めて、しっかりした図書館行政計画に

基づいたものにする必要があるのではないでしょうか。 
 
【請願事項】 
 ・「取手図書館を取手駅前に移設する計画」（以下『計画』という）を教育委員会等の必要な手続

きを経ることなく決定したことに対し、取手市執行部に「遺憾」の意を伝えること。 
・あらためて、図書館協議会並びに社会教育委員会議を招集・開催し、当該計画について諮るな

ど民意を聞くための必要な手続きをとること。 
・教育委員会に正式議題として諮り、再検討のために審議を尽くすこと。 

 以上、請願いたします。 
 
２０２４年６月１７日 

請願者代表 
住所 取手市椚木３５２―２５  
氏名    遠藤 俊夫            
住所 取手市駒場１－２２－１９ 
氏名    松浦 和子 

取手市教育委員会 殿 
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「取⼿図書館を取⼿駅前に移設する計画」の再検討を求める請願について 
［請願趣旨］の補⾜意⾒ 
 
１． 図書館は「社会教育機関である」ということ 

・社会教育法第９条「図書館は・・・社会教育のための機関である。」 
・ユネスコ公共図書館宣⾔２０２２では、「公共図書館は、個⼈および社会集団の⽣涯
学習、独⾃の意思決定および⽂化的発展のための基本的条件を提供する」「⽂化、社会
的包摂、情報の活⼒であり、持続可能な開発のための、そしてすべての個⼈の⼼のな
かに平和と精神的な幸福を達成するための機関である。」と規定している、 

２． 社会教育は、国⺠にとって教育を受ける「権利」であるということ 
・憲法第２６条「すべて国⺠は・・・ひとしく教育を受ける権利を有する。」 
・ユネスコ学習権宣⾔(１９８５年３⽉、第４回ユネスコ国際成⼈教育会議で採択) 

３. 社会教育の「奨励」と「振興」が市町村の任務ということ 
・社会教育を「奨励」し、「図書館、…公⺠館その他の社会教育施設の設置」等で 
「社会教育の振興に努め」こと（教育基本法第１２条） 
・「すべての国⺠があらゆる機会、あらゆる場所を利⽤して、⾃ら実際⽣活に即する 

⽂化的教養を⾼め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」（社会 
教育法第３条） 

４． 図書館は「地域社会を育む」ものであるということ 
「積極的に新しい利⽤者にも⼿を差し伸べ、実効ある聞き取りによって、地域の要求
を満たし⽣活の質の向上に貢献するサービス企画を⽀援する。⼈々の図書館への信頼
に応え、地域社会への積極的な情報の提供と啓発が公共図書館の⽬指すところであ
る。」（ユネスコ公共図書館宣⾔２０２２） 

５． 図書館の運営と管理における「住⺠参加」の重要性ということ 
・「地域社会の要求に対応して、⽬標、優先順位およびサービス内容を定めた明確な 
⽅針」を策定するために「地域についての知識と住⺠参加の重要性」「意思決定に 
は、地域社会の関与」がなければならない。（ユネスコ公共図書館宣⾔２０２２） 

  ・調布市の図書館づくりの理念 「本館・分館を『どこでも』歩いて１０分で利⽤で 
きる、８００ｍに⼀つ、⼈⼝２万⼈に⼀つ、⼩学校区２つに⼀つ」 

  ・社会教育委員会議（「社会教育に関する諸計画を⽴案すること」社会教育法第１７ 
条第１項）、 

・図書館協議会の役割 
 
 
《参考Ⅰ》学習権宣言（抄訳）  

1985 年 3 月 29 日、第４回ユネスコ国際成人教育会議   

 学習権を承認するか否かは、人類にとって、これまでにもまして重要な課題となっている。  

学習権とは、    

読み書きの権利であり、    



問い続け、深く考える権利であり、    

想像し、創造する権利であり、    

自分自身の世界を読みとり、歴史をつづる権利であり、    

あらゆる教育の手だてを得る権利であり、    

個人的・集団的力量を発達させる権利である。   

成人教育パリ会議は、この権利の重要性を再確認する。   

学習権は未来のためにとっておかれる文化的ぜいたく品ではない。それは、生き残るという問題が

解決されてから生じる権利ではない。それは、基礎的な欲求が満たされたあとに行使されるような

ものではない。   

学習権は、人間の生存にとって不可欠な手段である。   

もし、世界の人々が、食料の生産やその他の基本的な人間の欲求が満たされることを望むならば、

世界の人々は学習権をもたなければならない。   

もし、女性も男性も、より健康な生活を営もうとするなら、彼らは学習権をもたなければならない。   

もし、わたしたちが戦争を避けようとするなら、平和に生きることを学び、お互いに理解し合うこ

とを学ばねばならない。  

“学習”こそはキーワードである。   

学習権なくしては、人間的発達はあり得ない。   

学習権なくしては、農業や工業の躍進も地域の健康の増進もなく、そして、さらに学習条件の改善

もないであろう。   

この権利なしには、都市や農村で働く人たちの生活水準の向上もないであろう。   

しかし、学習権はたんなる経済発展の手段ではない。 

それは基本的権利の一つとしてとらえられなければならない。 

学習活動はあらゆる教育活動の中心に位置づけられ、人々を、なりゆきまかせの客体から、自らの

歴史をつくる主体にかえていくものである。   

それは基本的人権の一つであり、その正当性は普遍的である。 

学習権は、人類の一部のものに限定されてはならない。すなわち、男性 や工業国や有産階級や、学

校教育を受けられる幸運な若者たちだけの、排他的特権であってはならない。（中略）   

  人類が将来どうなるか、それは誰がきめるのか。これはすべての政府・非政府組織、個人、グル

ーブが直面している問題である。これ はまた、成人の教育活動に従事している女性と男性が、そし

てすべての人間が個人として、集団として、さらに人類全体として、自らの運 命を自ら統御するこ

とができるようにと努力している女性と男性が、直面している問題でもある。  

 

《参考Ⅱ》IFLA-UNESCO 公共図書館宣言 2022 

2022 年 7月 18 日採択 

（IFLA＝国際図書館連盟） 

社会と個人の自由，繁栄および発展は，人間にとっての基本的な価値である。このことは，十分に情

報を得ている市民が，その民主的権利を行使し，社会において積極的な役割を果たす能力によって，は

じめて達成される。建設的に参加して民主主義を発展させることは，十分な教育が受けられ，知識，思

想，文化および情報に自由かつ無制限に接し得ることにかかっている。 

 

地域において知識を得る窓口である公共図書館は，個人および社会集団の生涯学習，独自の意思決定

および文化的発展のための基本的条件を提供する。それは，商業的，技術的，あるいは法的な障壁に妨

げられることなく，科学や地域に関する知識をはじめとする，あらゆる種類の知識へのアクセスを提供

し，知識の生産を可能にし，かつ共有することによって，健全な知識社会を支える。 

 

図書館は，どの国においても，とりわけ開発途上国において，教育を受ける権利，および知識社会や

地域の文化生活へ参加する権利をできるだけ多くの人々が享受しうるよう支援する。 

 

この宣言は，公共図書館が教育，文化，社会的包摂，情報の活力であり，持続可能な開発のための，



そしてすべての個人の心のなかに平和と精神的な幸福を達成するための必須の機関である，というユネ

スコの信念を表明するものである。 

 

したがって，ユネスコは国および地方の政府が公共図書館の発展を支援し，かつ積極的に関与するこ

とを奨励する。 

 

公共図書館 

 

公共図書館は，その利用者があらゆる種類の知識や情報をたやすく入手できるようにする，地域の情

報センターである。それは知識社会の不可欠な構成要素であって，ユニバーサル・アクセスを実現し，

すべての人に情報の意味のある利用を可能にするという責任を果たすため，情報伝達の新しい手法を継

続的に取り入れる。また，知識の生産と情報や文化の共有・交換に必要な，そして市民の関与を推進す

るための，公共スペースを提供する。 

 

図書館は地域社会を育むもので，積極的に新しい利用者にも手を差し伸べ，実効ある聞き取りによっ

て，地域の要求を満たし生活の質の向上に貢献するサービス企画を支援する。 人々の図書館への信頼

に応え，地域社会への積極的な情報の提供と啓発が公共図書館の目指すところである。 

 

公共図書館のサービスは，年齢，民族性，ジェンダー，宗教，国籍，言語，あるいは社会的身分やそ

の他のいかなる特性を問わず，すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供される。理由

は何であれ，通常のサービスや資料の利用ができない人々，たとえば言語上の少数グループ（マイノリ

ティ），障害者，デジタル技能やコンピュータ技能が不足している人，識字能力の低い人，あるいは入

院患者や受刑者に対しては，特別なサービスと資料が提供されなければならない。 

 

いかなる年齢層の人々もその要求に応じた資料を見つけ出せなければならない。コレクション（蔵

書）とサービスには，伝統的な資料とともに，あらゆる種類の適切なメディアと現代技術が含まれてい

なければならない。質の高い，地域の要求や状況に対応した，そして地域社会における言語的・文化的

多様性を反映したものであることが基本的要件である。資料には，人間の努力と想像の記憶とともに，

現今の傾向や社会の進展が反映されていなければならない。 

 

コレクション（蔵書）およびサービスは，いかなる種類の思想的，政治的，あるいは宗教的な検閲に

も，また商業的な圧力にも屈してはならない。 

 

公共図書館の使命 

 

情報，識字，教育，包摂性，市民参加，および文化に関連した以下の基本的使命を公共図書館サービ

スの核にしなければならない。これらの基本的使命を通じて，公共図書館は持続可能な開発目標

（SDGs）と，より公平で人道的な持続できる社会の建設に貢献する。 

 

・検閲のない，幅広い情報や意見へのアクセスを提供し，あらゆる段階の正規と非正規の教育を支援す

るとともに，継続的，自発的，自律的な知識の探求を可能にする生涯学習を人生の全段階で支援する。 

・個人の創造的な発展のための機会を提供する。そして想像力，創造性，好奇心と共感性を覚醒させる。 

・生まれてから大人になるまで，子供たちの読書習慣を育成し，それを強化する。 

・情報に基づいた民主的な社会を整備していくという観点で，読み書き能力を向上させる識字の活動や

プログラムに着手し，援助し，関与して，あらゆる年齢層のすべての人々のメディア・情報リテラシ

ーとデジタルリテラシーの技能の発達を促す。 

・デジタル技術を通じて，情報，コレクション，およびプログラムの利用を対面でも遠隔でも可能にし

て，いつでも可能な限り地域社会にサービスを提供する。 

・アクセスを促進する。 

 

財政，法令，ネットワーク 



 

公共図書館の建物への入場およびサービスは原則として無料とし，地方および国の行政機関が責任を

持つものとする。それは国際的な協約や合意に基づいた，特定の，最新の法令によって維持され，国お

よび地方自治体により経費が調達されなければならない。公共図書館は，文化，情報提供，識字および

教育のためのいかなる長期政策においても，主要な構成要素でなければならない。 

 

デジタル時代において，著作権と知的財産権に関する法令は，物理的資源の場合と同様に，公共図書

館に合理的な条件でデジタルコンテンツを調達しアクセスできるようにする法的能力を有していること

を保証しなければならない。 

 

図書館の全国的な調整および協力を確実にするため，合意された基準に基づく全国的な図書館ネット

ワークが，法令および政策によって規定され，かつ推進されなければならない。 

 

公共図書館ネットワークは，学校図書館や大学図書館だけでなく，国立図書館，広域の図書館，研究

図書館および専門図書館とも関連して計画されなければならない。 

 

運営と管理 

 

地域社会の要求に対応して，目標，優先順位およびサービス内容を定めた明確な方針が策定されなけ

ればならない。地域についての知識と住民参加の重要性は，このプロセスにとって有用であり，意思決

定には，地域社会の関与がなければならない。 

 

公共図書館は効果的に組織され，専門的な基準によって運営されなければならない。 

 

地域社会のすべての人々が，サービスを実際にもまたデジタル方式でも利用できなければならない。

それには適切な場所につくられ，設備の整った図書館の建物，読書および勉学のための良好な施設とと

もに，相応な技術の駆使と利用者に都合のよい十分な開館時間の設定が必要である。同様に図書館に来

られない利用者に対するアウトリーチ・サービスも必要である。 

 

図書館サービスは，農村や都会地といった異なる地域社会の要求に対応させなければならない。また，

当該地域の，社会的に排除された集団，特別な支援を必要とする利用者，多言語の利用者，および先住

民の要求にも対応する必要がある。 

 

図書館員は，デジタルと伝統的なもの双方で，利用者と資源との積極的な仲介者である。十分な人的

資源と情報資源は，図書館員の専門教育と継続教育と同様，現在と将来の課題に対応し，適切なサービ

スを確実に行うためには欠くことができない。資源が量的・質的に十分かどうかについて，指導層が図

書館専門職と協議しなくてはならない。 

 

利用者がすべての資源から利益を得ることができるように，アウトリーチおよび利用者教育のプログ

ラムが実施されなければならない。 

 

継続的な調査研究は，政策立案者に図書館の社会的な利益を明示するために，図書館のインパクト

（影響）や収集したデータの評価を重視しなくてはならない。図書館がもたらす社会の利益はしばしば

次の世代に及ぶので，統計データについては長期的に収集しなくてはならない。 

 

連携 

 

連携を結ぶことは，図書館がより広範なより多様な人々と接するために不可欠である。関連する協力

者，たとえば，利用者グループ，学校，非政府組織，図書館協会，企業，そしてその他の専門職との地

域，地方，全国，国際な段階での協力が確保されなければならない。 

 



宣言の履行 

 

国および地方自治体の政策決定者，ならびに全世界の図書館界が，この宣言に表明された諸原則を履

行することを，ここに強く要請する。 

 

（長倉美恵子・永田治樹・日本図書館協会国際交流事業委員会 訳） 

 

 
 


